
下水道事業の経営見通しについて

令和７年５月２７日（火）
令和７年度第１回千葉市下水道事業等経営委員会

資料４



１ 前回改定（令和６年４月）からの経緯

１








江戸川左岸流域手賀沼流域印旛沼流域流域下水道

8市
市川市・松戸市・流山市・
野田市・柏市・船橋市・浦
安市・鎌ケ谷市

7市
我孫市・柏市・流山市・松
戸市・鎌ケ谷市・印西市・
白井市

12市1町
千葉市・成田市・佐倉市・船
橋市・八千代市・鎌ケ谷市・
習志野市・四街道市・八街
市・印西市・白井市・富里
市・酒々井町

関係都市名

3カ所1カ所11カ所ポンプ場

江戸川第一終末処理場
（市川市）
江戸川第二終末処理場
（市川市）

手賀沼終末処理場
（我孫子市・印西市）

花見川終末処理場
（千葉市）
花見川第二終末処理場
（千葉市・習志野市）

終末処理場

江戸川第一（30ha）
江戸川第二（26ha）

40ha花見川（21ha）
花見川第二（24ha）処理場面積

全体計画115.5km
供用105.0km

全体計画88.3km
供用88.3km

全体計画217.6km
供用166.4km管渠延⾧

昭和47年度昭和46年度昭和43年度着手年度

3,820億円2,310億円3,870億円全体事業費

流域下水道計画図

印旛沼流域下水道

東京都

埼玉県

茨城県

東京湾

（参考）県に支払う維持管理負担金について
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２ 前回経営委員会からの変更点




３

R6.12時点 R7.3時点

⇓
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維持管理負担金単価・金額（税込）の推移

【R7.3 時点】単価

【前回改定時】推計負担金額

【R7.3 時点】推計負担金額

３ 千葉県に支払う維持管理負担金の引き上げ
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単位：百万円 単位：円/㎥

単位：百万円



４ 処理場・ポンプ場の維持管理に係る人件費（労務単価）の上昇
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実績
推計

単位：円
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3.4% 2.8% 3.3% 2.5%1.2%2.5% 5.2%
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５ 企業債借入金利の上昇による支払利息の増加
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６ 令和８～９年度における前回推計との比較（資金不足額）
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７ 経費節減の取り組み
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約３７億円不足 約９９億円不足

令和８～９年度 令和１０～１４年度

合計 約１３６億円不足

８ 経費節減を反映した収支推計結果と必要な改定率
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資金残高
R8改定後 改定前

９ 改定後の資金残高の推移
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［百万円］



△1,378

△3,751



【浴場汚水】公衆浴場からの汚水に適用
【共用汚水】給水装置を共同して使用する場合に適用

【算定例：汚水排除量1か月あたり20㎥の場合】

①基本使用料 611円
②従量使用料 （15円×5㎥） ＋（18円×5㎥） ＋ （117円×10㎥）

①＋② ＝ 1,946円（税抜） ⇒ 2,140円（税込） ※2か月毎請求

単価
（円）

汚水排除量
（㎥）

区分種別

611－基本使用料

一般汚水

151～5

従量使用料

186～10

11711～20

16121～30

19931～50

24251～100

282101～500

314501～1,000

3481,001～2,000

3792,001～

101㎥当－浴場汚水

751㎥当－供用汚水

料金表（1か月） 税抜

10 本市の下水道使用料体系
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【一般汚水（一般的な汚水）の使用料体系】

・定額の「基本使用料」
・汚水排除量に基づく「従量使用料」

※「従量使用料」は汚水排除量が多いほど単価が高額に
なる累進制を採用
(本市累進度4.9 政令市平均4.5 県内平均2.8)
累進度計算式 最高単価÷（10㎥使用料÷10㎥）

組み合わせて
使用料を決定
（二部使用料）



11 料金表の考え方
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●各区分の使用者の負担感が公平になるように、可能な限り改定率を均等にする。
●使用料全体に占める基本使用料の割合については、他政令市の平均(２６％)を鑑み、現行
（２５％）と同程度とする。
●累進度については、現行（４．９）以上とはせず、同程度とする。

料金表改定案の考え方

上記の考え方を反映し、試算した結果

一般家庭（20㎥／月）の使用料（税込み）
現行 ２，１４０円／月 ⇒ 改定後 ２，４２８円／月
改定額２８８円／月

２か月ごとに水量を検針し、検針の翌月に請求している。



・１００㎥超／月の大口使用者が、使用料収入では４割弱を負担。(件数ベースでは全使用者数の１％未満)
・１００㎥超/月の使用者からの使用料収入は、コロナ禍では有収水量の減以上に減少した。（Ｒ１～Ｒ５：△１３％）

⇒累進度が比較的高い使用料体系であるため、水量の多い使用者の動向に影響を受けやすい。
・Ｒ６は緩やかに回復傾向の見込みだが、コロナ前の水準には達していない。(Ｒ１～Ｒ６:△９％)

（税抜）

(28.5%)

4,644
(35.9%)

(25.6%)

5,535
(41.5%)

(25.4%)3,418 3,381 3,315 3,444 3,601 3,659 3,680 

4,403 4,412 4,978 4,774 4,465 4,465 4,182 

1,946 1,899 
1,743 1,732 1,731 1,737 1,736 

1,909 1,941 1,672 1,764 1,758 1,763 1,797 
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汚水量別使用料収入推移

0～20㎥ 21～100㎥ 101～1,000㎥ 5,001㎥～ 計

4,790
(37.1%)

（28.3%)

5,053
(39.1%)

12 使用料収入の状況
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政令指定都市

改定時期改定率

平成9年4月6.45%札幌市

平成10年4月8.40%東京都

平成11年11月18.20%北九州市

平成12年1月9.90%横浜市

平成12年1月20.70%名古屋市

平成13年4月
平成25年8月

18.64%
→△3.00%京都市

平成13年6月15.60%大阪市

平成14年6月9.50%仙台市

平成16年4月8.70%川崎市

平成16年7月15.60%新潟市

平成17年6月7.40%福岡市

平成17年11月18.54%熊本市

平成18年4月
平成29年10月

15.00%
→△1.30%堺市

改定時期改定率

平成18年6月3.30%静岡市

平成20年4月8.30%岡山市

平成20年7月3.82%広島市

平成25年4月10.40%相模原市

平成26年6月21.60%さいたま市

平成29年10月12.90%浜松市

令和2年4月7.00%神戸市

令和6年4月5.40%千葉市

千葉県内（令和以降)

改定時期改定率

令和２年７月6.40%船橋市

令和４年４月12.63%我孫子市

令和４年４月14.60%大網白里市

令和５年４月5.60%市川市

令和５年４月18.00%四街道市

名古屋市 令和7年10月料金改定予定
改定率 11.5％
※ 定例議会による

市原市 令和7年度料金改定予定
改定率 16.87％
※ 市原市下水道事業審議会答申による

（参考）他団体の改定状況
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酒々井町（令和７年7月改定予定） 25.3％
館山市（令和７年１０月改定予定） 28.0％
※ 定例議会による

流山市 令和8年度料金改定予定
改定率 15％程度
※ 現在、審議会で審議している。

札幌市 令和8年度以降料金改定検討
川崎市 令和8年度以降料金改定検討
※ 現在、審議会で審議している。改定率は不明。



県内他市

（参考）使用料水準の他団体比較①

令和7年4月1日現在（税込）
※ 下水道事業を行っている千葉県内の市町村

1,848 
1,980 

2,101 
2,140 

2,178 
2,178 
2,192 
2,200 
2,200 
2,211 

2,310 
2,310 

2,344 
2,357 

2,420 
2,468 
2,472 

2,507 
2,530 
2,530 
2,552 
2,574 

2,634 
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2,698 
2,714 

2,750 
2,750 

3,003 
3,080 

3,135 
3,190 

3,432 

1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000

浦安市
成田市

八千代市
千葉市

我孫子市
印西市

習志野市
流山市
白井市
船橋市
野田市
富里市
袖ケ浦市
柏市

⾧生村
松戸市
佐倉市
市原市
香取市
栄町

木更津市
四街道市
市川市
旭市

鎌ケ谷市
東金市
八街市

君津富津広域
銚子市
茂原市

酒々井市
大網白里市

館山市

円(２０㎥／月)

１か月当たり２０㎥使用料（一般）

３３市町村中３０位
千葉市：2,140円

改定後

改定前

2,428

2,140
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13.60%改定
＋288円

３３市町村中１９位
千葉市：2,428円

千葉県平均：2,507円

館山市、酒々井町、市原市
改定率（予定）を反映

※

※ 市原市は予定改定率から試算



1,276 
1,397 

1,595 
1,914 
1,917 

2,013 
2,035 
2,036 

2,068 
2,140 
2,156 

2,248 
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2,346 
2,460 

2,651 
2,778 

2,822 
2,948 
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3,047 
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大阪市
札幌市
神戸市

名古屋市
仙台市
京都市
横浜市

相模原市
東京都
千葉市
川崎市

北九州市
広島市
熊本市

さいたま市
福岡市
静岡市

堺市
浜松市
岡山市
新潟市

円(２０㎥/月)

１か月当たり２０㎥使用料（一般）
政令指定都市 令和7年4月1日現在（税込）

政令市平均：2,253円

２１都市中１２位
千葉市：2,140円
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（参考）使用料水準の他団体比較②

２１都市中８位
千葉市：2,434円

改定後

改定前

2,428

13.60%改定
＋288円

2,140

名古屋市
改定率（予定）を反映

※


